
 

 

新型コロナウイルス感染症罹患者の療養期間及び 
濃厚接触者の待機期間について 

 

１．新型コロナウイルス感染症陽性者の療養期間について 

 ０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 

有症状で療養

した場合 
発症日 

 
療養最終日 

療養解除 

復帰可能日 

無症状で療養 

した場合 

検 体 
採取日 

療養期間 療養最終日 
療養解除 

復帰可能日 

療養期間 
抗原定性 

検査キット 

で陰性 

療養解除 

復帰可能日 
 

 

＜有症状で療養した場合の留意点＞ 

※ 発症日（０日目）の翌日から「７日間」経過し，かつ，「症状軽快後２４時間経過」した場合にその翌日か

ら療養解除となります。 

 

＜無症状で療養した場合の留意点＞ 

※ 検体採取日の翌日から５日目に，検査キットによる検査で陰性を確認した場合には，６日目に療養解除と

なります。 

 

２．濃厚接触者の待機期間について 

 
０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 

全ての濃厚接触者 

原則となる期間 
最 終 
接触日 

自宅待機・感染対策・健康観察 
自宅待機 

最終日 

自宅待機 

解除日 
 

待機期間を 

短縮する場合 

最 終 
接触日 

自宅待機・

感染対策・

健康観察・ 

抗原定性 

検査キット

で陰性 

抗原定性 

検査キット 

  
 

自宅待機・

感染対策・

健康観察・ 

陰性確認

時点より

待機解除 

 

 

※ 濃厚接触者の待機期間は，最終接触日を０日目として５日間（６日目解除）ですが，２日目及び３日目に

抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は，３日目から待機解除となります。 

７日目までは感染対策・ 

健康観察を継続 

別紙１ 

療養期間 

 継続 

症状軽快後， 

２４時間経過 


